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宇都宮市有林管理委員会 会議録(概要) 

 
◆ 開催日時   平成２６年２月１９日（水）午前１０時～正午 
 
◆ 開催場所   市役所 ７階 農業委員会室 
 
◆ 出席者氏名 

  ［委  員］合田委員，大久保委員，加藤委員，下堂委員，須田委員，半田委員， 
福田委員，増渕委員， 

  ［宇都宮市］青柳経済部参事，小堀農林環境整備課長， 
小太刀森林環境グループ係長，佐藤総括主査，佐藤主任， 

 
◆ 会議の公開，非公開の別     公開 
 
◆ 傍聴人の数            0 人 
 
◆ 会議経過   １ 開 会 

         ２ 経済部参事あいさつ 

３ 委員の紹介 

４ 諮 問 

５ 議 事 

（１） 会長及び副会長の選出 

（２） 宇都宮市有林施業計画（案）について 

 （３） 宇都宮市有林施業計画の答申について 

６ その他 

７ 閉 会 

 
◆ 議 事 

 
（１）会長及び副会長の選出について 

 
●事務局 
 ・宇都宮市有林管理委員会規則第４条により，委員の互選となっている。いかが選出したらよ

いか。 
 
○委 員 
・事務局（案）はないのか。 

●事務局 
 ・会長は大久保委員，副会長は福田委員にお願いしたいがいかがか。 
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○委 員 
・異議なし。 

●事務局 
 ・大久保会長に挨拶を願う。 
○会 長 
（会長挨拶） 
●事務局 
 ・「宇都宮市有林施業計画について」青柳参事より諮問を行う。 
（青柳参事から大久保会長に諮問書を渡す。） 
 
（２） 宇都宮市有林施業計画（案）について 

各委員からの主な意見，質問等(抜粋) 

 

 

○委 員 
 ・５ｈａ以下は補助金が出ないとのことであるが，平成２６年度予定されている皆伐は補助金

は出ないのか。 
●事務局 
 ・平成２６年度予定された皆伐は補助金はでない見込みである。 
・間伐については５ｈａ以上，さらに６０年生未満といった基準があり，皆伐に関しては補助

金は出ない見込みであるため，市単独事業となる。 
○委 員 
 ・平成２４年度の収入金額について，径の大きい材が搬出されているがその割には収入が多く

ないのはなぜか。 
●事務局 
 ・年数が経った木を伐採したため，材積としては相当な材積が出たが，伐採する面積としては

まとまっていなかったので，面積が少なく，そのため収入も少なかった。 
○委 員 
 ・間伐は県の森づくり交付金は使えなくて，収入の無い間伐では使えるといった基準はあるの

か。 
●事務局 
 ・基本的には収入間伐が出来ないような箇所を県の交付金として森づくりを行っていくことに

なり，木が売れるような箇所に交付金は使っていかない。 
○委 員 

  ・次期計画のところに循環型森林という皆伐を進める市の計画があるが，搬出材を公共事業へ

利用する見込みがあれば教えていただきたい。 
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●事務局 
 ・現在は通常の間伐から市場へ搬出している。本市では昨年度に国，県に即して公共建築物等

木材利用の促進に関する基本方針を定めており，その中で市有施設において木材利用の推進

を図っていく文言を入れているので，今後とも関係部署と連携を図り，これら間伐材の利用，

もしくは皆伐をした木材の利用を庁内で協議していきたいと考えている。 
○委 員 
・造林について，以前は１ｈａあたり３，０００本や４，０００本と細かい数字がでていたが，

今の目安はどれくらいなのか。 
・清原の広葉樹は何本ぐらい植えるのか。 

●事務局 
 ・例えばスギでなら蜜仕立て・中仕立て・疎仕立てということで森林整備計画に記載してある

が，これは基本的には３，０００本を標準と考えている。 
・今回，清原でコナラとクヌギを植えるが，その植栽，標準植栽本数は計画に記載していない

が基本的には２，０００～３，０００本を考えている。 
○委 員 
 ・宝の川市有林の近くで０．７ｈａ程度皆伐した箇所を植林し，ポット苗を植えたが活着率が

悪い。 
山行苗の方がやっぱり根の張りが違うと思うのだが。 

○委 員 
 ・スギ・ヒノキの場合には，コンテナ苗の方がずっと活着率は良いと思う。 
○委 員 
 ・下刈しない方が良いと思うが，下刈しないとやはり木苺や他の雑草に負けてしまうのか。 
○委 員 
 ・２年か３年後は刈り払いをしなくてはならない。根がきちんと張るまで２～３年の時間は必

要とみている。 
○委 員 
 ・アケビやクズの蔓の利用方法はないのか。 
○委 員 
 ・蔓切り作業と併せてリース作りなどやっているが，楽しみながら少しやる位で本格的な利用

というのは今のところない。 
○委 員 
 ・現地の状況を把握したいので，休みの日に宇都宮市有林に我々は入っていいのか。 
●事務局 
 ・自由に見ていただきたい。 
 
 
 
 
 



 4

 
（３） 宇都宮市有林施業計画の答申について 

 
○会 長 
 事務局から提案のあった，宇都宮市有林施業計画について会長預かりとして作成し，答申とす

ることでよいか。 
（委員，意見，質問なし） 
○会 長 
 ・議事の内容を踏まえ，後日，答申書を提出する。 
（委員，異議なし） 
○会 長 
 ・以上で，本日，予定された議事は，全て終了とする。その他，委員から意見を求める。 
（委員，意見なし） 
○事務局 
 ・特にないので，宇都宮市有林管理委員会を閉会とする。 
 


